
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘着剤層を有した粘着シートを、その粘着剤が剥離シートに接するように重ねてなり、
前記粘着シートに、その一部を切り離して所要の箇所に貼り付けて使用するためのラベル
切り離し用スリットが形成されたラベル用シートにおいて、
　前記剥離シートには、その端縁から前記ラベル切り離し用スリットに囲まれた領域の内
部にかけて剥離シート剥離用スリットが形成されており、
　前記ラベル切り離し用スリットによって囲まれた領域以外の領域において、前記粘着シ
ート及び前記剥離シートには、それらの端縁と前記ラベル切り離し用スリットとをつなぐ
切断可能線が形成され、前記剥離シートには、前記切断可能線と前記剥離シート剥離用ス
リットとをつなぐように補助スリットが形成されていることを特徴とするラベル用シート
。
【請求項２】
　粘着剤層を有した粘着シートを、その粘着剤が剥離シートに接するように重ねてなり、
前記粘着シートに、その一部を切り離して所要の箇所に貼り付けて使用するためのラベル
切り離し用スリットが形成されたラベル用シートにおいて、
　前記剥離シートには、その端縁から前記ラベル切り離し用スリットに囲まれた領域の内
部にかけて剥離シート剥離用スリットが形成されており、
　前記ラベル切り離し用スリットによって囲まれた領域以外の領域において、前記粘着シ
ート及び前記剥離シートには、それらの端縁から前記ラベル切り離し用スリットと剥離シ

10

20

JP 3773503 B2 2006.5.10



ート剥離用スリットとの交点の近傍にかけて延びる切断可能線が形成されていることを特
徴とするラベル用シート。
【請求項３】
　前記切断可能線は、前記剥離シート剥離用スリットと同一方向を向いて延びるように形
成されていることを特徴とする請求項１又は２記載のラベル用シート。
【請求項４】
　前記ラベル切り離し用スリットは前記粘着シートに複数並べて形成され、前記剥離シー
ト剥離用スリットは前記ラベル切り離し用スリットによって囲まれる複数の領域を連続的
に横断するように前記剥離シートの一方の端縁から他方の端縁にかけて形成されているこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のラベル用シート。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ラベル用シートに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、ラベル用シートとしては、粘着剤層を有する粘着シートの粘着剤層を覆うよう
に剥離シートが重ね合わされてなり、粘着シートにラベルが切り離し可能なスリットが形
成されたものが知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
このようなラベル用シートからラベルを剥がし取って、例えば封筒等に貼り付けるには、
ラベル用シートのうち、ラベルの角部近傍の領域を剥離シート側を内側にして湾曲させて
ラベルの角部だけを剥離シートから浮かせ、このラベルの角部を指で摘んで引っ張ること
によりラベルを剥離シートから剥がし取っていた。
【０００４】
しかし、上記のようにしてラベルを剥がし取ろうとする際、粘着材の粘着性が過度に強か
ったり、ラベルの弾発力が弱かったりすることなどにより、ラベルの角部が剥離シートか
ら浮き上がりにくい場合があり、ラベルを剥がし取るきっかけを作ることが困難な場合が
ある。
【０００５】
また、このようにしてラベルを剥離シートから剥がし取ると、指に粘着剤が大量に付着す
るし、剥がし取ったラベルが不用意に他のものに張り付くおそれがある。
【０００６】
【特許文献１】
特開平９－４８１８８号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、ラベルを剥離シートから
剥がし取るきっかけを容易に作ることのできるラベル用シートを提供することを目的とす
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、粘着剤層を有した粘着シ
ートを、その粘着剤が剥離シートに接するように重ねてなり、前記粘着シートに、その一
部を切り離して所要の箇所に貼り付けて使用するためのラベル切り離し用スリットが形成
されたラベル用シートにおいて、前記剥離シートには、その端縁から前記ラベル切り離し
用スリットに囲まれた領域の内部にかけて剥離シート剥離用スリットが形成されており、
前記ラベル切り離し用スリットによって囲まれた領域以外の領域において、前記粘着シー
ト 前記剥離シートには、それらの端縁と前記ラベル切り離し用スリットとをつなぐ切
断可能線が形成され、前記剥離シートには、前記切断可能線と前記剥離シート剥離用スリ
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ットとをつなぐように補助スリットが形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２の発明は、粘着剤層を有した粘着シートを、その粘着剤が剥離シートに接する
ように重ねてなり、前記粘着シートに、その一部を切り離して所要の箇所に貼り付けて使
用するためのラベル切り離し用スリットが形成されたラベル用シートにおいて、前記剥離
シートには、その端縁から前記ラベル切り離し用スリットに囲まれた領域の内部にかけて
剥離シート剥離用スリットが形成されており、前記ラベル切り離し用スリットによって囲
まれた領域以外の領域において、前記粘着シート 前記剥離シートには、それらの端縁
から前記ラベル切り離し用スリットと剥離シート剥離用スリットとの交点の近傍にかけて
延びる切断可能線が形成されていることを特徴とする。
【００１０】
請求項３の発明は、請求項１又は２記載のラベル用シートにおいて、前記切断可能線は、
前記剥離シート剥離用スリットと同一方向を向いて延びるように形成されていることを特
徴とする。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１ないし３のいずれかに記載のラベル用シートにおいて、前
記ラベル切り離し用スリットは前記粘着シートに複数並べて形成され、前記剥離シート剥
離用スリットは前記ラベル切り離し用スリットによって囲まれる複数の領域を連続的に横
断するように前記剥離シートの一方の端縁から他方の端縁にかけて形成されていることを
特徴とする。
【００１２】
【発明の作用及び効果】
　＜請求項１の発明＞
　請求項１の発明によれば、粘着シート 剥離シートに形成された切断可能線の両側を
指で摘んで、切断可能線を開くようにラベル用シートを引っ張ると、粘着シート及び剥離
シートが切断可能線に沿って破れる。
【００１３】
　この切断可能線は、粘着シート 剥離シートの端縁とラベル切り離し用スリットとを
つなぐように形成されているから、粘着シート及び剥離シートは、それらの端縁からラベ
ル切り離し用スリットまで切断される。
【００１４】
すると、剥離シートには切断可能線と剥離シート剥離用スリットとをつなぐ補助スリット
が形成されているので、粘着シート及び剥離シートは、その端縁から剥離シート剥離用ス
リットまで切り開かれた状態になる。
【００１５】
次いで、剥離シート剥離用スリットに沿って、粘着シートから剥離シートを引き剥がす方
向にラベル用シートを引っ張ると、剥離シートは剥離シート剥離用スリットに沿ってラベ
ルから容易に剥がし取られて、ラベルの粘着剤層の一部だけが露出する。
【００１６】
このようにして粘着剤層の一部を露出させたラベルのうち、剥離シートが残存している部
分を持ちながら、露出した粘着剤層を所要の箇所に貼り付ける。その後、ラベル切り離し
用スリットに沿ってラベルを粘着シートから切り離しながら、剥離シートの残部をラベル
から剥離し、粘着剤層を露出させ、所要の箇所にラベルを貼り付ける。
【００１７】
請求項１の発明によれば、上記のようにして、ラベルを剥離シートから剥がし取るきっか
けを容易に作ることができる。また、剥がし取ったラベルが不用意に他のものに張り付く
ことも防止できる。
【００１８】
　＜請求項２の発明＞
　請求項２の発明によれば、粘着シート 剥離シートに形成された切断可能線の両側を
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指で摘んで、切断可能線を開くようにラベル用シートを引っ張ると、粘着シート及び剥離
シートが切断可能線に沿って破れる。
【００１９】
　この切断可能線は、粘着シート 剥離シートの端縁からラベル切り離し用スリットと
剥離シート剥離用スリットとの交点の近傍にかけて延びているので、粘着シート及び剥離
シートは、それらの端縁からラベル切り離し用スリットと剥離シート剥離用スリットとの
交点の近傍まで切り開かれた状態になる。
【００２０】
さらにラベル用シートを引っ張ると、剥離シートは剥離シート剥離用スリットまで容易に
破れて、剥離シートの端縁から剥離シート剥離用スリットまで切り開かれた状態になる。
一方、粘着シートは、ラベル切り離し用スリットまで容易に破れて、粘着シートの端縁か
らラベル切り離し用スリットまで切り開かれた状態になる。
【００２１】
次いで、剥離シート剥離用スリットに沿って、粘着シートから剥離シートを引き剥がす方
向にラベル用シートを引っ張ると、剥離シートは剥離シート剥離用スリットに沿ってラベ
ルから容易に剥がし取られて、ラベルの粘着剤層の一部だけが露出する。
【００２２】
このようにして粘着剤層の一部を露出させたラベルのうち、剥離シートが残存している部
分を持ちながら、露出した粘着剤層を所要の箇所に貼り付ける。その後、ラベル切り離し
用スリットに沿ってラベルを粘着シートから切り離しながら、剥離シートの残部をラベル
から剥離し、粘着剤層を露出させ、所要の箇所にラベルを貼り付ける。
【００２３】
　このように、請求項２の発明によれば、粘着シート 剥離シートの端縁からラベル切
り離し用スリットと剥離シート剥離用スリットとの交点の近傍にかけて延びるように切断
可能線を形成するという簡易な手法により、ラベルをラベル用シートから剥がし取るきっ
かけを容易に作ることができる。
【００２４】
＜請求項３の発明＞
請求項３の発明によれば、切断可能線が剥離シート剥離用スリットと同一方向を向いて延
びるように形成されているので、切断可能線の両側を指で摘んで、切断可能線を切り開く
ようにラベル用シートを引っ張ることによって粘着シート及び剥離シートを切断した後に
、そのまま同一方向に力を加えることにより、引き続き剥離シート剥離用スリットに沿っ
てラベルから剥離シートを剥がし取ることができる。
【００２５】
＜請求項４の発明＞
請求項４の発明によれば、剥離シート剥離用スリットがラベル切り離し用スリットによっ
て囲まれる領域を連続的に横断するように形成されている。このため、切断可能線に案内
されて粘着シート及び剥離シートを破った後、剥離シート剥離用スリットが横断して設け
られている複数のラベルについて、剥離シート剥離用スリットに沿って剥離シートを剥が
し取ることができる。
【００２６】
　これにより、例えば封筒等にラベルを貼り付ける際、ラベル一枚毎に剥離シートを剥が
し取る場合に比べて、貼り付け作業を連続的に行うことができる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
＜第１実施形態＞
本発明の第１実施形態を図１ないし図５によって説明する。
まず、ラベル用シート１０の構成について説明する。
例えばＡ４サイズをなす矩形状の粘着シート２０には粘着剤が全面にわたって塗布されて
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粘着剤層２１が形成されている。この粘着剤層２１の全域を覆うようにＡ４サイズの剥離
シート３０が粘着シート２０に重ね合わされ、両者が一体となって一枚のラベル用シート
１０が構成されている。
【００２８】
粘着シート２０には、略矩形をなす複数のラベル用切り離しスリット２２が、粘着シート
２０の長辺に沿って２列に並んで設けられている。このラベル用切り離しスリット２２に
囲まれて、複数のラベル２３が、粘着シート２０から切り離し可能に形成されている。
【００２９】
剥離シート３０には、その一方の短辺側の端縁から他方の短辺側の端縁にまで延びかつ長
辺と平行に剥離シート剥離用スリット３１が形成されており、この剥離シート剥離用スリ
ット３１は、ラベル切り離し用スリット２２によって囲まれる各領域を連続的に横断する
ように、各列に一本ずつ形成されている。この剥離シート剥離用スリット３１は、図１に
示すように略矩形のラベル切り離し用スリット２２によって囲まれた領域のうち、例えば
右端寄りの位置を横断するように設けられている。
【００３０】
粘着シート２０及び剥離シート３０には、ラベル切り離し用スリット２２によって囲まれ
る領域以外の領域に、粘着シート２０及び剥離シート３０の短辺側の端縁からラベル切り
離し用スリット２２につながるように、ミシン目１１（請求項１の切断可能線に相当）が
形成されている。このミシン目１１は剥離シート剥離用スリット３１の左方に、剥離シー
ト剥離用スリット３１と同一方向を向いて平行に延びるように形成されている。
【００３１】
剥離シート３０には、ミシン目１１とラベル切り離し用スリット２２との交点から剥離シ
ート剥離用スリット３１まで、ラベル切り離し用スリット２２と重なって補助スリット３
２が形成されている。
【００３２】
次に、本実施形態のラベル用シート１０の作用及び効果について説明する。
粘着シート２０及び剥離シート３０の一方の短辺に形成されたミシン目１１の両側を指で
摘んでミシン目１１を開くようにして引っ張ると、粘着シート２０及び剥離シート３０は
ミシン目１１に案内されて切断され、ラベル切り離し用スリット２２まで切り開かれた状
態になる。そして、ミシン目１１とラベル切り離し用スリット２２との交点から剥離シー
ト剥離用スリット３１までには、ラベル切り離し用スリット３１と重なって補助スリット
３２が剥離シート３０上に形成されているので、剥離シート３０は、これらの短辺の端縁
から剥離シート剥離用スリット３１まで切り開かれた状態になる（図３参照）。
【００３３】
次いで、切り離したミシン目１１の両側を指で摘んだまま、剥離シート剥離用スリット３
１に沿って剥離シート３０を粘着シート２０から剥がし取る方向に引っ張る。このとき、
ミシン目１１は剥離シート剥離用スリット３１と同一方向を向いて形成されているので、
ミシン目１１を切り離す際に引っ張る方向とほぼ同一の方向に引っ張ればよい。すると剥
離シート３０の右側部分を、剥離シート剥離用スリット３１に沿って、粘着シート２０か
ら剥がし取ることができる。このとき、粘着シート２０にはラベル切り離し用スリット２
２が形成されているから、剥がし取られた剥離シート３０に付着している粘着シート２０
はラベル２３から切り離される。（図４参照）。この結果、ラベル２３は、剥離シート３
０に付着したまま、粘着剤層２１の一部が露出する状態となる。
【００３４】
剥離シート２０をさらに引っ張り、剥離シート剥離用スリット３１に沿って剥離シート３
０を粘着シート２０から剥がし取る。すると、ラベル用シート１０に１列に並んで形成さ
れた複数のラベル２３について、剥離シート剥離用スリット３１に沿って剥離シート３０
を剥がし取ることができる。この結果、これらのラベル２３は全て、剥離シート３０に付
着したまま、粘着剤層２１の一部が露出する状態となる（図５参照）。
【００３５】
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これらのラベル２３を例えば封筒等に貼り付ける場合には、粘着剤層２１の一部を露出さ
せたラベル２３のうち、剥離シート３０が残存している部分を持ちながら、露出した粘着
剤層２１を所要の箇所に貼り付ける。その後、ラベル切り離し用スリット２２に沿ってラ
ベル２３を粘着シート２０から切り離しながら、剥離シート３０の残部をラベル２３から
剥離し、粘着剤層２１を露出させ、所要の箇所にラベル２３を貼り付ける。複数のラベル
２３について上記と同様の作業を繰り返すことにより、連続的にラベル２３を貼り付ける
ことができる。
【００３６】
このように本実施形態では、ミシン目１１を開くことにより、ラベルを剥がし取るきっか
けを容易に作ることができる。また、剥がし取ったラベル２３が不用意に他のものに張り
付くことが防止される。
【００３７】
また、ミシン目１１と剥離シート剥離用スリット３１とが同一方向を向いて延びるように
形成されているので、ミシン目１１を開く動作に引き続いて剥離シート３０を剥がし取る
ことができる。
【００３８】
さらに、例えば封筒等にラベルを貼り付ける際、ラベル一枚毎に剥離シートを剥がし取る
場合に比べて、貼り付け作業を連続的に行うことができる。
【００３９】
＜第２実施形態＞
次に、本発明の第２実施形態を図６ないし図８によって説明する。
第１実施形態との相違は、粘着シート２０及び剥離シート３０に、ラベル切り離し用スリ
ット２２によって囲まれる領域以外の領域に、粘着シート２０及び剥離シート３０の短辺
側の端縁から、ラベル切り離し用スリット２２と剥離シート剥離用スリット３１との交点
の近傍にかけてミシン目１１（請求項２の切断可能線に相当）が形成されているところに
ある。なお、このミシン目１１はラベル切り離し用スリット２２につながるように形成さ
れている（図６参照）。
【００４０】
また、第１実施形態においては補助スリット３２が設けられているが、第２実施形態では
設けられていない。
【００４１】
この他は前記第１実施形態と同様であるので、前記第１実施形態と同一部分には同一符号
を付して重複する説明を省略する。
【００４２】
第２実施形態の作用及び効果を説明する。
粘着シート２０及び剥離シート３０の一方の短辺に形成されたミシン目１１の両側を指で
摘んでミシン目１１を開くようにして引っ張ると、粘着シート２０及び剥離シート３０は
ミシン目１１に案内されて切断され、ラベル切り離し用スリット２２と剥離シート剥離用
スリット３１との交点の近傍まで切り開かれた状態になる（図７参照）。
【００４３】
さらにラベル用シート１０を引っ張ると、剥離シート３０は剥離シート剥離用スリット３
１まで容易に破れて、剥離シート３０の端縁から剥離シート剥離用スリット３１まで切り
開かれた状態になる。一方、粘着シート２０は、ミシン目１１がラベル切り離し用スリッ
ト２２につながるように形成されていることから、粘着シート２０の端縁からラベル切り
離し用スリット２２まで切り開かれた状態になっている（図８参照）。
【００４４】
次いで、剥離シート剥離用スリット３１に沿って、粘着シート２０から剥離シート３０を
引き剥がす方向にラベル用シート１０を引っ張ると、剥離シート３０の右側部分は剥離シ
ート剥離用スリット３１に沿ってラベル２３から剥がし取られて、ラベル２３の粘着剤層
２１の一部が露出する。このとき、粘着シート２０にはラベル切り離し用スリット２２が
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形成されているから、剥がし取られた剥離シート３０に付着している粘着シート２０はラ
ベル２３から切り離される。
【００４５】
このように、ラベル用シート１０の端縁からラベル切り離し用スリット２２と剥離シート
剥離用スリット３１との交点の近傍までミシン目１１を形成するという簡易な手法により
、ラベル２３をラベル用シート１０から剥がし取るきっかけを容易に作ることができる。
【００４６】
なお、その他の作用及び効果については第１実施形態と同様であるため重複する説明を省
略する。
【００４７】
＜第３実施形態＞
上記した第１実施形態では、ミシン目１１は剥離シート剥離用スリット３１の左側に設け
たが、本実施形態では、ミシン目１１を剥離シート剥離用スリット３１の右側に設けてい
る（図９参照）。なお、その他の構造、作用及び効果については第１実施形態と同様であ
るため重複する説明を省略する（図１０、図１１参照）。
【００４８】
＜第４実施形態＞
上記した第２実施形態では、ミシン目１１は剥離シート剥離用スリット３１の左側に設け
たが、本実施形態では、ミシン目１１を剥離シート剥離用スリット３１の右側に設けてい
る（図１２参照）。なお、その他の構造、作用及び効果については第２実施形態と同様で
あるため重複する説明を省略する（図１３、図１４参照）。
【００４９】
＜第５実施形態＞
上記した第２実施形態では、ミシン目１１はラベル切り離し用スリット２２につながるよ
うに形成されていたが、本実施形態では、ミシン目１１が剥離シート剥離用スリット３１
につながるように設けられている。なお、このミシン目１１は、剥離シート剥離用スリッ
ト３１の左側に設けられていてもよいし（図１５（Ａ）参照）、右側に設けられていても
よい（図１５（Ｂ）参照）。
【００５０】
粘着シート２０及び剥離シート３０の一方の短辺に形成されたミシン目１１の両側を指で
摘んでミシン目１１を開くようにして引っ張ると、粘着シート２０及び剥離シート３０は
ミシン目１１に案内されて切断され、ラベル切り離し用スリット２２と剥離シート剥離用
スリット３１との交点の近傍まで切り開かれた状態になる。
【００５１】
さらにラベル用シート１０を引っ張ると、粘着シート２０はラベル切り離し用スリット２
２まで容易に破れて、粘着シート２０の端縁からラベル切り離し用スリット２２まで切り
開かれた状態になる。一方、剥離シート３０は、ミシン目１１が剥離シート剥離用スリッ
ト３１とつながるように形成されていることから、剥離シート３０の端縁から剥離シート
切り離し用スリット３１まで切り開かれた状態になっている。
【００５２】
次いで、剥離シート剥離用スリット３１に沿って、粘着シート２０から剥離シート３０を
引き剥がす方向にラベル用シート１０を引っ張ると、剥離シート３０の右側部分は剥離シ
ート剥離用スリット３１に沿ってラベル２３から剥がし取られて、ラベル２３の粘着剤層
２１の一部が露出する。このとき、粘着シート２０にはラベル切り離し用スリット２２が
形成されているから、剥がし取られた剥離シート３０に付着している粘着シート２０はラ
ベル２３から切り離される。
【００５３】
なお、その他の構造、作用及び効果は上記した第２実施形態と同様であるため重複する説
明は省略する。
【００５４】
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＜第６実施形態＞
上記した第２実施形態では、ミシン目１１は、粘着シート２０及び剥離シート３０の双方
に設けられ、かつ剥離シート剥離用スリット３１の左側に設けられていたが、本実施形態
では、ミシン目１１は、剥離シート剥離用スリット３１の上に重なって、粘着シート２０
に設けられている（図１６参照）。
【００５５】
粘着シート２０の一方の短辺に形成されたミシン目１１の両側を指で摘んで、ミシン目１
１を切り開くようにして引っ張ると、粘着シート２０はミシン目１１に案内されて切断さ
れるとともに、剥離シート剥離用スリット３１に案内されてラベル切り離し用スリット２
２と剥離シート剥離用スリット３１との交点まで切り開かれた状態になる。剥離シート３
０には剥離シート剥離用スリット３１が形成されているので、剥離シート３０はラベル切
り離し用スリット２２と剥離シート剥離用スリット３１との交点まで切り開かれた状態に
なっている。
【００５６】
次いで、剥離シート剥離用スリット３１に沿って、粘着シート２０から剥離シート３０を
引き剥がす方向にラベル用シート１０を引っ張ると、剥離シート３０の右側部分は剥離シ
ート剥離用スリット３１に沿ってラベル２３から剥がし取られて、ラベル２３の粘着剤層
２１の一部が露出する。このとき、粘着シート２０にはラベル切り離し用スリット２２が
形成されているから、剥がし取られた剥離シート３０に付着している粘着シート２０はラ
ベル２３から切り離される。
【００５７】
なお、その他の構造、作用及び効果は上記した第２実施形態と同様であるため重複する説
明は省略する。
【００５８】
＜他の実施形態＞
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば
次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱し
ない範囲内で種々変更して実施することができる。
【００５９】
　（１）ミシン目１１は、剥離シート剥離用スリット３１の左側に設けられていてもよい
し、その右側に設けられていてもよい。
【００６０】
（２）上記した実施形態では、ミシン目１１は剥離シート剥離用スリット３１と同一の方
向を向いて延びるように形成されていたが、これに限られず、剥離シート剥離用スリット
３１と異なった方向を向いて延びるように形成されていても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態のラベル用シートの平面図
【図２】第１実施形態のラベル用シートの部分拡大平面図
【図３】第１実施形態において、ミシン目を切り離した際のラベル用シートの部分拡大斜
視図
【図４】第１実施形態において、剥離用シートを剥がし取る際のラベル用シートの部分拡
大斜視図
【図５】第１実施形態において、剥離用シートを剥がし取った後のラベル用シートの平面
図
【図６】第２実施形態のラベル用シートの部分拡大平面図
【図７】第２実施形態において、ミシン目を切り離した際のラベル用シートの部分拡大斜
視図
【図８】第２実施形態において、剥離用シートを剥がし取る際のラベル用シートの部分拡
大斜視図
【図９】第３実施形態のラベル用シートの部分拡大平面図
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【図１０】第３実施形態において、ミシン目を切り離した際のラベル用シートの部分拡大
斜視図
【図１１】第３実施形態において、剥離用シートを剥がし取る際のラベル用シートの部分
拡大斜視図
【図１２】第４実施形態のラベル用シートの部分拡大平面図
【図１３】第４実施形態において、ミシン目を切り離した際のラベル用シートの部分拡大
斜視図
【図１４】第４実施形態において、剥離用シートを剥がし取る際のラベル用シートの部分
拡大斜視図
【図１５】第５実施形態のラベル用シートの部分拡大平面図
【図１６】第６実施形態のラベル用シートの部分拡大平面図
【符号の説明】
１０…ラベル用シート
１１…ミシン目
２０…粘着シート
２１…粘着剤層
２２…ラベル切り離し用スリット
２３…ラベル
３０…剥離シート
３１…剥離シート剥離用スリット
３２…補助スリット
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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